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一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
公
布
の
大
学
令
に
も
と
づ
い
て
二
〇

年
四
月
に
「
大
学
」
へ
の
昇
格
を
果
た
し
た
本
学
が
、
夜
間
教
育

の
制
度
的
な
整
備
を
目
指
し
て
学
則
改
正
に
具
体
的
に
着
手
し
た

の
は
二
九
（
昭
和
四
）
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

同
年
一
月
二
十
九
日
、馬
場
愿げ
ん

治じ

学
長
は
学
部
の
講
義
を
昼
間
・

夜
間
の
二
部
授
業
と
す
る
こ
と
、
予
科
を
第
一
予
科
（
昼
間
・
修

学
年
限
三
年
）
と
第
二
予
科
（
夜
間
・
同
二
年
）
に
分
け
る
こ
と

を
骨
子
と
す
る
学
則
改
正
認
可
申
請
書
を
文
部
省
に
提
出
し
た
。

　
『
中
央
大
学
七
十
年
史
』
に
よ
れ
ば
、
本
学
の
申
請
に
対
し
て

文
部
省
は
夜
間
学
部
を
昼
間
学
部
と
は
別
の
「
一
個
の
独
立
し
た

大
学
」
と
み
る
と
い
う
新
方
針
か
ら
学
則
の
一
部
改
正
で
は
認
可

で
き
な
い
と
難
色
を
示
し
た
が
、
新
方
針
が
未
公
表
で
あ
っ
た
こ

と
や
同
様
の
申
請
が
認
可
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
明
ら
か
と

な
り
、
数
回
に
及
ぶ
折
衝
の
末
三
月
十
九
日
に
至
っ
て
学
則
改
正

が
認
可
と
な
っ
た
。

　

な
お
、
こ
の
申
請
と
一
緒
に
出
さ
れ
た
「
学
部
定
員
増
加
願
」、

「
第
二
予
科
教
員
割
合
数
認
可
申
請
」
お
よ
び
三
一
年
度
開
設
を

目
途
と
し
た
「
夜
間
学
部
教
員
数
認
可
申
請
」
も
三
月
十
九
日
に

あ
わ
せ
て
認
可
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
夜
間
学
部
の
開
設
に
向
け
て
現
行
学
則
の
見
直
し
を
目

的
と
す
る
学
則
改
正
調
査
委
員
会
が
同
年
二
月
末
に
新
設
さ
れ
、

会
長
に
馬
場
愿
治
学
長
、
副
会
長
に
馬
場
鍈
一
、
林
頼
三
郎
、
三

浦
義
道
の
三
人
、
ま
た
幹
事
に
天
野
徳
也
が
そ
れ
ぞ
れ
就
任
し
、

委
員
に
は
副
会
長
の
三
人
と
天
野
幹
事
を
含
む
教
員
二
三
人
が
選

ば
れ
て
い
る
。

　

同
委
員
会
は
第
二
予
科
（
夜
間
）
の
四
月
開
講
を
は
さ
ん
で
、

五
月
十
二
日
に
第
一
回
の
会
合
を
開
き
、
そ
の
後
、
法
・
経
・
商

の
各
学
部
と
予
科
に
設
置
さ
れ
た
特
別
委
員
会
と
の
間
で
審
議
・

検
討
を
重
ね
な
が
ら
数
回
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
三
一
年
一

月
二
十
日
に
よ
う
や
く
学
則
改
正
案
が
完
成
し
、
三
月
二
日
文
部

省
へ
の
認
可
申
請
を
行
っ
て
い
る
。

　

一
年
八
ヵ
月
の
歳
月
を
要
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
こ
の
改
正
案
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夜
間
学
部
の
開
設

の
骨
子
は
、
大
学
記
念
日
の
変
更
（
十
一
月
十
一
日
か
ら
七
月
八

日
）、
不
合
格
者
を
原
級
に
と
ど
め
る
学
年
制
度
の
改
正
（
六
年

間
で
全
科
目
に
合
格
し
た
者
に
卒
業
証
書
授
与
）、
追
再
試
験
料

の
減
額
、
授
業
料
月
割
分
納
制
の
採
用
な
ど
一
二
項
目
で
あ
っ

た
。

　

こ
れ
ら
は
夜
間
学
部
開
設
に
と
も
な
う
勤
労
学
生
の
入
学
を
念

頭
に
お
い
て
、
彼
ら
の
勉
学
環
境
と
現
行
学
則
と
の
調
整
を
目
的

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
、
創
立
記
念
日
の
例
の
よ
う

に
従
来
か
ら
の
学
則
上
の
誤

り
を
修
正
す
る
た
め
の
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の

申
請
は
三
月
三
十
一
日
に
文

部
省
の
認
可
を
受
け
、
翌
四

月
の
夜
間
学
部
開
講
に
適
用

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
当
初
の
授
業

時
間
割
を
見
る
と
、
夜
間
学

部
で
は
月
曜
日
か
ら
土
曜
日

ま
で
毎
日
午
後
四
時
か
ら
十

時
ま
で
各
三
時
限
の
講
義
が

配
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
七
月
に
文
部
省
に
提
出
さ

れ
た
報
告
書
に
は
三
一
年
度
夜
間
学
部
の
入
学
志
願
者
お
よ
び
入

学
者
数
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
入
学
者
は
法
学

部
が
一
四
三
人
（
定
員
一
六
〇
人
）、
経
済
学
部
が
三
五
人
（
同

八
〇
人
）、
商
学
部
が
二
一
人
（
同
一
二
〇
人
）
の
合
計
一
九
九

人
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
三
一
年
度
か
ら
四
〇
年
度
ま
で
の
一
〇
年
間
に
つ
い
て

入
学
者
数
の
推
移
を
み
る
と
、
平
均
し
て
法
学
部
が
一
六
五
人
、

経
済
学
部
が
五
七
人
、
商
学
部
が
三
五
人
で
あ
っ
た
。
法
学
部
で

は
定
員
を
満
た
し
て
い
た
が
、
経
済
学
部
は
そ
の
七
割
、
商
学
部

に
い
た
っ
て
は
三
割
ほ
ど
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
夜
間
学
部
の
開
設
は
、
私
学
経
営
の
上
か
ら
は
採
算
に
合

う
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
当
時
の
理
事
者
た
ち
は
「
境
遇
上
昼
間
一
定
ノ
業
務

ニ
服
シ
夜
間
学
業
ヲ
修
メ
ン
ト
ス
ル
有
為
ノ
青
年
」「
逆
境
ニ
処

シ
ツ
ヽ
大
学
教
育
ヲ
受
ケ
ン
ト
欲
ス
ル
有
為
ノ
青
年
ニ
対
シ
其
途

ヲ
開
キ
質
実
剛
健
以
テ
之
ヲ
教
養
セ
ン
コ
ト
ヲ
期
」
し
て
、
昭
和

恐
慌
か
ら
日
中
戦
争
を
経
て
太
平
洋
戦
争
に
向
か
う
困
難
な
時
代

の
中
で
、
夜
間
学
部
の
維
持
に
努
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

夜間学部の講義


